
検 討 段 階

① 地方公共団体等において、協議会の設置

② 文部科学省は、協議会の設置・運営に必要
な費用や、会計・税務等の高度な専門的知
見を要する調査を行うための費用を支援

③ 地方公共団体等は、協議会を構成する関
係者間で十分な連携を図り、調査・検討を
行うとともに、事業の進行管理を実施

④ 国は、事業の成果を全国に発信・普及

文教施設における公共施設等運営権制度を活用したPFI事業に関する先導的開発事業

コンセッション事業導入のプロセス

ＰＦＩ手続

30年度概算要求額：43,992千円

１.事業の発案 事業実施

事業の内容

２．具体化の検討
（具体的な検討例）

文部科学省

地方公共団体等

コンサルタント

協議会の設置

会計・税務等の専門家

＜ 実施体制イメージ ＞

委託 成果

委託 成果

事業の仕組み

・協議会の設置・運営に係る経費（諸謝金、旅費、
会場借料 等）

・専門的な調査に係る経費（コンサルティング会
社等への再委託費）

先導的開発事業の実施

＜概要＞ 「 PPP／PFI推進アクションプラン」に記載された目標等を踏まえ、文教施設（スポーツ施設・社会教育施設及び文化施設）における公
共施設等運営権制度を活用したPFI事業（コンセッション事業）の案件形成を図るため、地方公共団体等と連携・協力して、コンセッション事業導
入の検討段階における「事業の発案」や「具体化の検討」を行うとともに、その具体的な成果を全国に発信・普及する取組を実施する。

文教施設におけるコンセッション事業の具体の案件形成に向けた取組
● 「文教施設における公共施設等運営権の導入に関する検討会」（主査：山内弘隆一橋大学大学院商学研究科教授）において、文教施設
におけるコンセッション事業について、活用のメリットや導入に当たっての論点等を整理（平成29年３月 最終報告公表）

● コンセッション事業を円滑かつ効果的に導入するための実務的な手引き（解説書）を作成（平成29年度）

２.具体化の検討

１．事業の発案
（具体的な検討例）

最終報告における論点整理等を踏まえ、先導的開発事業において具体的な検討を実施

公共施設等運営権制度とは？→利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を切り出し民間事業者に運営権を設定する制度。民間事業者が、運営・維持管理を
行い、利用料金を自らの収入として収受するもの。

地方公共団体等におけるコンセッション事業の導入が進むよう、地域や
施設の特性等を踏まえ、導入可能な施設の抽出・選定など「事業の
発案」や、事業スキームの開発など「具体化の検討」を実施

・ 導入可能な施設の抽出・選定（目的の明確化、導入効果の検討等）
・ 導入の判断基準（地域活性化を考慮したVFM算定方法の検討等）
・ 民間事業者へのインセンティブ（創意工夫を引き出す仕組み、収益の
分配、複合的な運営の検討等） など

・ 事業スキームの開発（期間・範囲、VFMの算定、リスク分担、情報開示、
法令上・会計税務上の課題整理等）
・ 民間事業者の意向調査（専門的人材の確保の検討等） など

（43,992千円）


